
 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1-6 手摺り（転落防止柵）設置工 
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手摺り（転落防止柵）特記仕様

１．本工事における手摺り（転落防止柵）は、静岡県土木構造物標準設計図に基づき、アルミ合金製（P種、H=1100）を使用するものとする。
２．支柱の固定は、既設堰堤天端へのあと施工アンカー（接着系・ステンレス製ボルト）によるものとする。
３．施工に当たっては、事前に鉄筋探査（超音波探査等）を行い、既設鉄筋の切断を避けること。
４．支柱下部は無収縮モルタルにて不陸調整を行い、強固に固定すること。
５．施工後、発注者の指示する箇所においてアンカー引張試験を実施すること。
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